
おみやげ農畜産物検疫受検円滑化支援事業(拡充)
【４５（１５）百万円】

対策のポイント
訪日外国人旅行者が、直売所などで購入した農畜産物を動植物検疫を経て

空港やクルーズ船の寄港地等で円滑に受け取ることができるような体制を整
備することにより、我が国農畜産物のお土産としての持ち帰りを拡大します。

＜背景／課題＞
・訪日外国人旅行者数が増加する中、輸出促進や農山漁村の活性化等の観点から、旅行

者が安心して円滑に地域の農畜産物を購入し、持ち帰ることができる環境・体制を整
備することが重要です。

・お土産用農畜産物の持ち帰りの拡大に当たっては、動植物検疫が支障となっていると
の声があることから、外国人旅行者が動植物検疫を経て円滑に持ち帰ることができる
ような検疫手続・体制を整備することが求められています。

・また、近年クルーズ船の寄港が増加していることから、クルーズ船を利用する外国人
旅行者を対象としたモデル販売を通じて、事業者が取り組みやすい検疫手続・体制を
構築することが急務となっています。

政策目標
訪日外国人旅行者が、直売所などで購入した農畜産物を動植物検疫を経て

空港やクルーズ船の寄港地等で受け取ることができる体制を整備します。

＜内容＞
１．事業内容
（１）おみやげ販売に取り組む産地における円滑な動植物検疫手続きの実践

「農山漁村おみやげ農畜産物販売促進事業(平成27年補正予算事業)」の対象となる
産地を対象とし、外国人旅行者が直売所などで購入した農畜産物を、動植物検疫を経
て、空港やクルーズ船の寄港地等で円滑に受け取れるよう次の支援を行います。
①産地における防除体系や生産体制の確立

輸出相手国の検疫条件や残留農薬基準等に合った農畜産物の防除体系や生産体制の
構築を行います。
②関係者との連携による産地に合った円滑な輸出検疫手続きの構築

円滑な検疫手続きが行われるよう、産地に合った販売・流通の方法を構築します。

（２）モデル販売を通じた事業者等が取り組みやすい検疫手続きや体制の確立
クルーズ船を利用する外国人旅行者を対象としたモデル販売を通じて、事業者が取

り組みやすい動植物検疫手続き（検疫の受検方法等）や体制を構築します。

２．事業実施主体 民間団体等

３．補助率 定額 （ただし(２)のうち簡易な設備等の整備につい
ては１／２以内）

４．事業実施期間 平成２７年度～２９年度

お問い合わせ先：消費・安全局植物防疫課 （０３－６７４４－７１６８）
動物衛生課 （０３－３５０２－５９９４）

［平成28年度予算の概要］
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産地

おみやげ農畜産物検疫受検円滑化支援事業

おみやげとして海外に持ち帰り

直売所
外国人旅行者が手軽に持ち帰ることができるよう、旅行
業者や宅配業者と連携した円滑な検疫手続きを構築す
るための支援

持ち帰り先国の検疫条件や残留農薬基準等に合った農
畜産物の防除体系や生産体制を構築するための支援

Ⅱ.モデル販売を通じた取り組みやすい検疫手続きや体制の確立

Ⅰ.おみやげ販売に取り組む産地と連携した円滑な動植物検疫手続きの実践

H27

モデル販売の成果の活用

○産地における防除体系や生産体制の確立

○産地に合った円滑な検疫手続きの構築

○店頭での輸出植物検疫条件表の
掲示や検査申請書の記載サポート

○検疫済み農産物を国際宅配便で
郵送

○観光農園等で購入した農産物につ
いて検疫代行の上、空港で検疫済
み農産物を引き渡し

空港利用客を対象としたﾓﾃﾞﾙ販売

「農山漁村おみやげ農畜産物販売促進事業」(平成27年度補正予算４億円)で農産物直売所等を整備した産地を対象に実施

検疫

H27は次のような取り組みを実施

＜来日＞ ＜購入＞ ＜検査＞ ＜引き渡し＞ ＜帰国＞

クルーズ船

海港 青果物販売店
百貨店
道の駅

みなとｵｱｼｽ等
販売ブース

販売ブース
（検疫済み農畜産

物の引渡し）

検疫

クルーズ船

海港

H28 クルーズ船を利用する海外旅行客を対象とするモデル販売

○モデル販売を通じクルーズ船を利用する訪日旅行客を対象とし
た事業者が取り組みやすい検疫手続き・体制を構築する

市内観光中に検疫を済ませるこ
とで訪日旅行者の負担を軽減


